[bookmark: _GoBack]入札保証金の納付について

[bookmark: JUMP_SEQ_1066][bookmark: JUMP_KOU_1_0][bookmark: JUMP_JYO_148_0_0]この契約の入札に参加するには、落札した場合の契約締結を確保するために徴する担保として入札金額（収入の原因となる契約に係る入札の場合にあっては、予定価格）の100分の５以上の入札保証金の納付が必要です。ただし、次の各号の一に掲げる場合においては、入札保証金が免除となります。


(１)　入札に参加しようとする者が保険業法（平成７年法律第105号）第２条に規定する損害保険会社（以下「損害保険会社」という。）との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(２)　入札に付する場合において、政令第167条の５及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去２か年の間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(３)　福知山市財務規則第114条第１項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

[bookmark: JUMP_GOU_4_0_0][bookmark: JUMP_SEQ_1070][bookmark: MOKUJI_507]
